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平成２８年度第２回 芦屋市文化財保護審議会 会議録 

日   時 平成２９年２月２７日（月）１５:００～１７:００ 

場   所 芦屋市役所北館４階教育委員会室 

出  席  者 会 長  安部 みき子 

委 員  長谷 洋一 

委 員  森  隆男 

（欠席委員） 

副会長  戸田 清子 

委 員  中江 研 

（事務局） 

教育長          福岡 憲助 

社会教育部長       川原 智夏 

生涯学習課長       長岡 一美 

生涯学習課文化財係長   竹村 忠洋 

生涯学習課文化財係学芸員 森岡 秀人 

生涯学習課文化財係学芸員 森山 由香里 

事 務 局 生涯学習課 

会議の公開 ■ 公 開 

傍 聴 者 数 ０ 人 

１．会議次第 

（１）教育長あいさつ 

（２）審議事項 

①芦屋市指定文化財の指定について（八十塚古墳群出土双龍環頭大刀） 

②その他 

２．提出資料 

  ・指定諮問書 

・資料１－芦屋市指定文化財候補（八十塚古墳群出土双龍環頭大刀）に関する調査報告 

・資料２－答申書案（八十塚古墳群出土双龍環頭大刀） 

・資料３－芦屋市指定文化財候補（八十塚古墳群出土双龍環頭大刀）参考資料 

・資料４－芦屋市指定文化財指定 根拠法令抜粋 

・資料５－芦屋市指定文化財一覧（平成２９年２月現在） 
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３．審議経過 

【議題①】芦屋市指定文化財の指定について（八十塚古墳群出土双龍環頭大刀） 

（安部会長） 

   それでは， 議題①について，審議に入ります。 

   前回の審議会を経て，芦屋市指定文化財候補についての専門調査を実施しましたので 

報告します。 

≪資料１に基づき説明。≫ 

 事務局の方から，補足説明があればお願いします。 

（事務局：森岡） 

  ≪資料１に基づき補足説明。≫ 

（安部会長） 

   ただいまの説明について何か質問はありますか。 

（各委員） 

   質問なし。 

（安部会長） 

   それでは，前回の審議会で挙がっていた他の課題について，事務局より説明をお願い

します。 

（事務局：森岡） 

   資料３及び実物を見ながら，下記のとおり説明。 

   ・指定対象の範囲について，他市の例などを調査した結果，同一個体であると考えら 

れる刀身・刀装具を含めた一口とするのが妥当と考えられる。 

   ・同一個体の識別については，科学分析では判別できないが，考古学的な観察・分析 

によって同一個体と判断できる。 

   ・出土状態については，柄頭の人為的分離や変形などの類似例が東海地方を中心に見

られる。 

（長谷委員） 

   人為的な変形であることは確実か。攪乱による変形の可能性はないのか。 

（事務局：森岡） 

   両側からの外圧を偶発的に受ける可能性は低いため，人為的であると考えられる。 

（長谷委員） 

   副葬当時に人為的な変形が加えられたものとは言えないのではないか。 

（事務局：森岡） 

   古代社会において，葬送の場面で器物を破壊する行為は見受けられる。 

（事務局：竹村） 

   変形に関する意味付けについては，明確な答えのないものであるため，解釈であって
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答申書には記さない。 

（事務局：森岡） 

   さまざまな解釈ができるものとして，物自体に価値がある。 

（安部会長） 

   それでは，つぎに答申案について審議したいと思います。事務局より説明をお願いし

ます。 

（事務局：竹村） 

  ≪答申書案を読み上げる。≫ 

（安部会長） 

   ただいま説明のあった答申書案について，ご意見，ご質問はありますか。 

（長谷委員） 

   員数の「一口」という表現について，一括指定の場合，他市では「一括○点」という

表現も見受けられる。「一口」だと，完形品のようにイメージされないか。 

（森委員） 

   逆に「一括○点」にしてしまうと，大刀が何本かあるように思われないか。 

（事務局：竹村） 

   両方のご意見に納得できるが，考古資料の場合，「一括」というと「バラバラの個体を

一括」というイメージがある。このため，「一括○点」にすると，考古学の立場から見る

とどうしても，○本の大刀があるようにイメージしてしまう。 

（長谷委員） 

   考古資料として意味が通るのであれば，「一口」で良い。 

（安部会長） 

   それでは，「八十塚古墳群出土双龍環頭大刀」の指定について，学術的価値を認めて答

申してよろしいでしょうか。 

（各委員） 

   異議なし。 

（安部会長） 

   では，全員一致で「八十塚古墳群出土双龍環頭大刀」が芦屋市指定文化財に指定すべ

き物件であることを答申したいと思います。この答申について教育委員会で協議してい

ただきたいと思いますので，よろしくお願いいたします。 

   では，審議事項のその他について，何かありますでしょうか。 

（事務局：竹村） 

   ≪資料５≫のとおり，平成１６年以降の芦屋市指定文化財が全て考古資料となってい

ます。今後については，考古資料以外も，価値のあるものは確実に指定して保存してい

かなければならないと考えております。そこで，来年度については指定の候補を選出す
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る方法も含めて，審議していただきたいと考えております。 

（安部会長） 

   ただいまの事務局の説明について，何かご意見などはありますでしょうか。 

（各委員） 

   意見なし。 

（安部委員） 

   それでは，来年度は指定文化財の候補について，審議したいと思います。 

≪閉会≫ 


